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東京都医療関係職種養成所等指導要綱 

 

平成２７年８月２１日２７福保医人第８２６号  

一部改正 平成３０年３月７日２９福保医人第２５４５号  

一部改正   令和３年２月１日２福保医人第２８７１号  

 

第１ 目的 

この指導要綱は、保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）、保健師

助産師看護師法施行令（昭和２８年政令第３８６号）、保健師助産師看護師学校養

成所指定規則（昭和２６年文部省・厚生省令第１号）、診療放射線技師法（昭和 

２６年法律第２２６号）、診療放射線技師法施行令（昭和２８年政令第３８５号）、

診療放射線技師学校養成所指定規則（昭和２６年文部省・厚生省令第４号）、臨床

検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）、臨床検査技師等に関する法

律施行令（昭和３３年政令第２７６号）、臨床検査技師学校養成所指定規則（昭和

４５年文部省・厚生省令第３号）、理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律

第１３７号）、理学療法士及び作業療法士法施行令（昭和４０年政令第３２７号）、

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則（昭和４１年文部省・厚生省令第３号）、

視能訓練士法（昭和４６年法律第６４号）、視能訓練士法施行令（昭和４６年政令

第２４６号）、視能訓練士学校養成所指定規則（昭和４６年文部省・厚生省令第２

号）、言語聴覚士法（平成９年法律第１３２号）、言語聴覚士法施行令（平成１０年

政令第２９９号）、言語聴覚士学校養成所指定規則（平成１０年文部省・厚生省令

第２号）、臨床工学技士法（昭和６２年法律第６０号）、臨床工学技士法施行令（昭

和６３年政令第２１号）、臨床工学技士学校養成所指定規則（昭和６３年文部省・

厚生省令第２号）、義肢装具士法（昭和６２年法律第６１号）、義肢装具士法施行令

（昭和６３年政令第２３号）、義肢装具士学校養成所指定規則（昭和６３年文部省・

厚生省令第３号）、救急救命士法（平成３年法律第３６号）、救急救命士法施行令（平

成３年政令第２６６号）、救急救命士学校養成所指定規則（平成３年文部省・厚生

省令第２号）、歯科衛生士法（昭和２３年法律第２０４号）、歯科衛生士法施行令（平

成３年政令第２２６号）、歯科衛生士学校養成所指定規則（昭和２５年文部省・厚

生省令第１号）、歯科技工士法（昭和３０年法律第１６８号）、歯科技工士法施行令

（昭和３０年政令第２２８号）、歯科技工士学校養成所指定規則（昭和３１年厚生

省令第３号）、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和

２２年法律第２１７号）、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する

法律施行令（平成４年政令第３０１号）、あんまマッサージ指圧師、はり師及びき
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ゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和２６年文部省・厚生省令第２号）、柔道

整復師法（昭和４５年法律第１９号）、柔道整復師法施行令（平成４年政令第３０

２号）、柔道整復師学校養成施設認定規則（昭和４７年文部省・厚生省令第２号）、

その他法令の定めるもののほか、医療関係職種養成所等の指定又は認定（以下「指

定等」という。）及び指定等内容の変更等に当たって遵守すべき手続等を定め、も

って事務処理の適正化及び円滑化並びに医療関係職種養成所等の適正な運営の確

保を目指すことを目的とする。  

 

第２ 用語の意義 

１ この要綱において、医療関係職種養成所等とは、保健師助産師看護師法第１９

条第２号に規定する保健師養成所、同法第２０条第２号に規定する助産師養成所、

同法第２１条第３号に規定する看護師養成所、同法第２２条第２号に規定する准

看護師養成所、診療放射線技師法第２０条第１号に規定する診療放射線技師養成

所、臨床検査技師等に関する法律第１５条第１号に規定する臨床検査技師養成所、

理学療法士及び作業療法士法第１１条第１号及び第２号に規定する理学療法士

養成施設、同法第１２条第１号及び第２号に規定する作業療法士養成施設、視能

訓練士法第１４条第１号及び第２号に規定する視能訓練士養成所、言語聴覚士法

第３３条第１号から第３号まで及び第５号に規定する言語聴覚士養成所、臨床工

学技士法第１４条第１号から第３号までに規定する臨床工学技士養成所、義肢装

具士法第１４条第１号から第３号までに規定する義肢装具士養成所、救急救命士

法第３４条第１号  、第２号及び第４号に規定する救急救命士養成所、歯科衛生

士法第１２条第２号に規定する歯科衛生士養成所、歯科技工士法第１４条第２号

に規定する歯科技工士養成所、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に

関する法律第２条第１項第２号に規定するはり師の養成施設、きゆう師の養成施

設並びにはり師及びきゆう師の養成施設並びに柔道整復師法第１２条第１項に

規定する柔道整復師養成施設をいう。  

２ 第２の１に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、第１及び第

２の１に掲げる法令、通達において使用する用語の例による。  

 

第３ 設置計画書等の提出 

１ 医療関係職種養成所等について、指定等を受けようとするときは、その設置者

は、次に掲げる区分ごとに、別記第１号様式により、養成所設置計画書又は養成

施設設置計画書（以下「養成所等設置計画書」という。）を、知事に提出するこ

と。  

（１）保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所  
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開設しようとする年の前年の１月末日までに１部  

（２）歯科衛生士養成所及び歯科技工士養成所  

開設しようとする年の前年の３月末日までに２部  

（３）診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療

法士養成施設、視能訓練士養成所、言語聴覚士養成所、臨床工学技士養成所、

義肢装具士養成所、救急救命士養成所、はり師の養成施設、きゆう師の養成施

設並びにはり師及びきゆう師の養成施設並びに柔道整復師養成施設  

開設しようとする年の前年の３月末日までに１部  

２ 既に指定を受けた保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養

成所について、設置等計画に係る審査を要する変更をしようとするときは、その

設置者は、次のとおり、別記第２号様式により、変更計画書を、知事に提出する

こと。  

変更しようとする年の前年の１月末日までに１部  

３ 既に指定を受けた診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養

成施設、作業療法士養成施設、視能訓練士養成所、言語聴覚士養成所、臨床工学

技士養成所、義肢装具士養成所、救急救命士養成所、はり師の養成施設、きゆう

師の養成施設並びにはり師及びきゆう師の養成施設並びに柔道整復師養成施設

について、学生の定員を増加しようとするときは、その設置者は、次のとおり、

別記第２号様式の２により、定員変更計画書を、知事に提出すること。  

変更しようとする日の１年前までに１部  

４ 既に指定を受けた歯科技工士養成所について、学生の定員を増加しようとする

ときは、その設置者は、次のとおり、別記第２号様式の２により、定員変更計画

書を、知事に提出すること。  

変更しようとする日の１年前までに２部  

５ 既に指定を受けた歯科衛生士養成所について、校舎を全面変更しようとすると

き又は学級数の増加をしようとするときは、その設置者は、次のとおり、別記第

２号様式の３により、校舎変更計画書を、知事に提出すること。  

変更しようとする日の１年前までに２部  

 

第４ 指定等申請の手続 

医療関係職種養成所等について、指定等を受けようとするときは、その設置者は、

原則として第３の１により提出した養成所等設置計画書の審査により設置計画の

承認を受けた後、次に掲げる区分ごとに、別記第３号様式により、養成所指定申請

書又は養成施設認定申請書を、知事に提出すること。  

１ 保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所  
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（１）養成所指定申請書 

開設しようとする年の前年の７月末日までに１部  

（２）完本等（審査の過程で、内容を修正した申請書等及び教育内容（講義等概要、

臨地実習概要））  

養成所設置申請書提出の翌年３月末日までに１部  

２ 診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法

士養成施設、視能訓練士養成所、言語聴覚士養成所、臨床工学技士養成所、義肢

装具士養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所、歯科技工士養成所、はり

師の養成施設、きゆう師の養成施設並びにはり師及びきゆう師の養成施設並びに

柔道整復師養成施設  

開設しようとする年の前年の９月末日までに１部  

 

第５ 変更承認申請の手続 

１ 保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所の設置者は、

主務省令で定める事項を変更しようとするときは、次に掲げる区分ごとに、養成

所変更承認申請書を、知事に提出すること。  

（１）設置等計画に係る審査を要する変更承認申請  

ア 変更承認申請書  

別記第４号様式により、変更しようとする年の前年の７月末日までに１部 

イ 完本等（審査の過程で、内容を修正した申請書等及び教育内容（講義等概

要、臨地実習概要））  

別記第４号様式の２により、変更承認申請書提出の翌年３月末日までに１

部 

（２）養成所の設置等計画に係る審査を要しない変更承認申請  

変更しようとする日から起算して３か月前までに１部。ただし、保健師助産

師看護師学校養成所指定規則の改正に伴う学則（教育課程）の変更については、

変更しようとする年の前年の９月末日までに１部  

２ 第５の１以外の医療関係職種養成所等の設置者は、主務省令で定める事項を変

更しようとするとき（第５の３及び４に掲げる場合を除く。）は、次に掲げる区

分ごとに、別記第４号様式の３により、養成所変更承認申請書又は養成施設変更

承認申請書（以下「養成所等変更承認申請書」という。）を、知事に提出するこ

と。  

（１）診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、視能訓練士養成所、言語聴覚

士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所及び救急救命士養成所  

変更しようとする日から起算して３か月前までに１部  
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（２）理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、歯科衛生士養成所、歯科技工士

養成所、はり師の養成施設、きゆう師の養成施設並びにはり師及びきゆう師の

養成施設並びに柔道整復師養成施設  

変更しようとする日から起算して６か月前までに１部。ただし、歯科衛生士

養成所については、学級数を増加しようとする場合を除く。  

３ 第５の１以外の医療関係職種養成所等（歯科衛生士養成所を除く。）の設置者

は、第３の３により定員変更計画書を提出した場合は、原則として当該定員変更

計画の審査により承認を受けた後、次に掲げる区分ごとに、別記第４号様式の４

により、養成所等変更承認申請書を、知事に提出すること。  

（１）診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、視能訓練士養成所、言語聴覚

士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所及び救急救命士養成所  

変更しようとする日から起算して３か月前までに１部  

（２）理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、歯科技工士養成所、はり師の養

成施設、きゆう師の養成施設並びにはり師及びきゆう師の養成施設並びに柔道

整復師養成施設  

変更しようとする日から起算して６か月前までに１部  

４ 歯科衛生士養成所の設置者は、第３の３により校舎変更計画書を提出した場合

は、原則として当該校舎変更計画の審査により承認を受けた後、次のとおり、別

記第４号様式の５により、養成所変更承認申請書を知事に提出すること。  

変更しようとする日から起算して６か月前まで１部  

 

第６ 変更届出の手続 

指定医療関係職種養成所等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったと

きは、次に掲げる区分ごとに、変更届出書を知事に提出すること。  

１ 保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所  

別記第５号様式により、変更があった日から１か月以内に１部  

２ 診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法

士養成施設、視能訓練士養成所、言語聴覚士養成所、臨床工学技士養成所、義肢

装具士養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所、歯科技工士養成所、はり

師の養成施設、きゆう師の養成施設並びにはり師及びきゆう師の養成施設並びに

柔道整復師養成施設  

別記第５号様式の２により、変更があった日から１か月以内に１部  

 

第７ 指定取消申請の手続 

１ 募集停止の申出  
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（１）最後の募集に係る入学者の入所（施設）年の前年の１２月末日までに、次に

掲げる区分ごとに、申出書を知事に提出すること。  

ア 保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所  

別記第６号様式により１部  

イ 診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業

療法士養成施設、視能訓練士養成所、言語聴覚士養成所、臨床工学技士養成

所、義肢装具士養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所、歯科技工士

養成所、はり師の養成施設、きゆう師の養成施設並びにはり師及びきゆう師

の養成施設並びに柔道整復師養成施設  

別記第６号様式の２により１部  

（２）複数の課程を設置している場合で、一部の課程を廃止する場合は、学則変更

承認申請（課程の変更）を行うこと。  

２ 指定取消申請書の提出  

（１）指定の取消しを受けようとする年の前年の１２月末日までに、次に掲げる区

分ごとに、指定取消申請書を知事に提出すること。  

ア 保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所  

別記第７号様式により１部  

イ 診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業

療法士養成施設、視能訓練士養成所、言語聴覚士養成所、臨床工学技士養成

所、義肢装具士養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所、歯科技工士

養成所、はり師の養成施設、きゆう師の養成施設並びにはり師及びきゆう師

の養成施設並びに柔道整復師養成施設  

別記第７号様式の２により１部  

（２）最終学年の卒業（又は転学）が決定した時点で、これを証明する会議録等を

速やかに提出すること。  

 

第８ その他 

この要綱に定めるもののほか、医療関係職種養成所等の指導に関して必要な事項

は、別に定める。  

 

附 則  

１ この要綱は、平成２７年８月２１日から施行し、平成２７年４月１日から適用す

る。 

２ この要綱の施行の際、現に設置計画書等の提出などの手続を行っていたものにつ

いては、なお従前の例による。 
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附 則  

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 


